
弁 護 団 声 明

本 日、名古屋高等裁判所刑事第 1部 (山 口裕之裁判長)は、請求人田邊雅樹氏 に

かか る再審請求事件、いわゆる 「豊川幼児殺人事件」 について、再審請求 を棄却す

るとの決定 を行 った。

本事件は、物的証拠 はお ろか 目撃者す らいないとい う状況下で、請求人の 自由の

みに基づいて起訴 された という事件である。 しか も、その 自白の中には秘密の暴露

に該 当する事実 も無 く、その信用性 につ いて も大きな問題がある事件である。公判

の過程においては、一審 においてはその信用性が否定 され無罪の判決 とな ったが、

控訴審は請求 人の自白の信用性を認 めて有罪 とした。

ちなみ に、第一審 は、事件発生か ら約 2ヶ 月後である平成 14年 10月 5日 に請

求人の乗 っていた車両について微物の採集や血液・尿の検査が行われたが、大量の

微物が検 出されているにもかかわ らず被害児に結びつ く物が一切検 出されなか った

点について無罪の根拠の一つ としたが、確定判決は乗車時間が短時間であるため付

着 しないこともあ り得 るとして この点の弁護人の主張 を排斥 した。 また、捜査段階

で被害児の投棄場所 を推定す るために潮流の流速 をもとに遺体発見場所か ら逆算 し

て投棄場所 を推定する漂流 シミュレー シ ョンが行われ、 この結果である漂流予測図

が第一審 に証拠 として提 出されているが、 この結果 においては午前 3時の時点で 自

白における投棄場所よ りも更 に西側 に到達 してお り、 自白における投棄場所及び投

棄時刻 と矛盾 した内容 とな っている。 この点については漂流予測 においては誤差が

あ り得るとして特 に取 り上げ られることはなかった。

今般の再審請求 において弁護団は、専門家 による意見書によ り、事件当 日はほぼ

無風状態であ り漂流予測 に際 して誤差 とな り得 る要因は極めて僅少であ り漂流予測

図はほぼ正確であった こと、即ち投棄場所及び投棄時刻に関する請求人の 自由には

信用性が無いことを明 らかに した。また、微物の点 について も、事件当時の状況 を

よ り厳 しい条件で再現 し、短時間の乗車であって も座席に衣類の繊維片が大量 に付

着す ることを明 らか にした。更 に弁護団は、駐車位置 に関する確定判決の指摘 に対

して駐車位置に関する目撃者の証言 に信用性が無 いことや、赤信号のために一時停

止 した際に被害児 にシー トベル トを着用 させて遺棄す る場所 を考 えた との 自白につ

いて、当該交差点は 自白による時刻当時 は赤信号ではな く赤の点滅信号であった も

のであ りこの自白は客観的事実 に符合せず 自白には信用性が無いこと等 も客観的証

拠 によ り明 らかに した。

しか しなが ら、再審請求 においては、裁判所は弁護人の証拠開示請求 を黙殺 し、

三者協議す らも開催す ることな く再審請求 を棄却 した。 しか も本決定は本文わずか

9頁 、新証拠 に関す る言及は 3頁 半に過 ぎず、弁護団が昨年 12月 に提出 した意見

書 については検討された痕跡す らも無 い。正 に結論 あ りきの決定 といわ ざるを得ず、

新証拠 について真摯 に検 討された とは到底言いがたいものである。

このよ うに三者協議 も一切開催せず、弁護団の意見書について も検討されないま

ま下 された本決定 については、手続き的にもその決定内容 について も弁護団と して

は全 く承服できないものである。弁護団 としては、速やかに異議 申立 を行 う予定で

あ り、今後 とも田邊氏の無罪獲得 に向けて更なる努 力を尽 くす所存である。
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